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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「一人ひとりの時間を豊かに」というビジョンを掲げ、人々の生活の基盤となる「仕事」に関する事業を運営しております。そのため、社会か
らの高い信頼を得ることが事業の継続には必須であり、また、それが企業価値の最大化につながるものと認識しております。

コーポレート・ガバナンスは、当社がこうした社会からの信頼を得るためには必要不可欠なものであり、重要な経営課題として積極的に取り組んで
おります。当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の維持向上
を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

小川　嶺 21,030,000 20.96

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 3,746,300 3.73

株式会社Ｒｅｃｏｌｌｅ 3,615,000 3.60

株式会社ＭＩＸＩ 3,124,300 3.11

ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．ＲＥＧ 2,845,700 2.84

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 2,395,240 2.39

ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＳＭＩＴＨ ＢＡＲＮＥＹ ＬＬＣ ＣＬＩＥＮＴＳ ＦＵＬＬＹ ＰＡＩＤ ＳＥＧ ＡＣＣＯＵＮＴ 2,324,400 2.32

ＵＢＳ ＡＧ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ 2,000,000 1.99

株式会社サイバーエージェント 1,959,900 1.95

野村信託銀行株式会社（投信口） 1,855,800 1.86

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

株式会社Recolleは当社代表取締役小川嶺の資産管理を目的とする会社であります。

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 4 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

現状コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は認識しておりません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

渡邉　一正 他の会社の出身者

尾西　祥平 弁護士

原田　明典 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

渡邉　一正 ○

株式会社東京証券取引所の定める独立
役員に関する判断基準等を勘案した上
で、渡邉 一正氏を独立役員として届け出

ております。

【重要な兼職の状況】

・アソビュー株式会社

社外取締役

社外取締役渡邊一正は、株式会社リクルート
ホールディングスのグローバル執行役員を務
める等人材業界での長期に渡る勤務経験がご
ざいます。労働人材市場に関する深い知見とと
もに業界でのリスクマネジメントに関する豊富
な経験も有しており、これらの専門性、経験、見
識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立し
た客観的視点で提言をいただけると判断したた
め、選任いたしました。また、同氏と当社間にお
いて、独立役員指定に係る東京証券取引所規
則所定の項目のような特別な関係・属性は認
められないため、一般株主と利益相反が生じる
おそれのないものと判断し、同氏は独立性を有
する者と考え、当社独立役員として指定してお
ります。

尾西　祥平 ○

株式会社東京証券取引所の定める独立
役員に関する判断基準等を勘案した上
で、尾西 祥平氏を独立役員として届け出

ております。

【重要な兼職の状況】

・株式会社SmartHR

社外取締役監査等委員

・ウェルネス・コミュニケーションズ株式会
社

社外取締役

・OLD NEW THINGS法律事務所

弁護士

社外取締役尾西祥平は、コーポレートガバナン
ス、M＆A、危機管理、公共政策などの領域に
おいて弁護士として専門的な知識と豊富な経
験を有しており、また、スタートアップ企業にお
ける社外役員等の経験も豊富であり、これらの
専門性、経験を活かし、業務執行を行う経営陣
から独立した客観的視点で提言をいただけると
判断したため、選任いたしました。また、同氏と
当社間において、独立役員指定に係る東京証
券取引所規則所定の項目のような特別な関
係・属性は認められないため、一般株主と利益
相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏
は独立性を有する者と考え、当社独立役員とし
て指定しております。

原田　明典 ○

株式会社東京証券取引所の定める独立
役員に関する判断基準等を勘案した上
で、原田 明典氏を独立役員として届け出

ております。

【重要な兼職の状況】

・akippa株式会社

社外取締役

・株式会社カウシェ

社外取締役

社外取締役原田明典は、IT分野において新規
事業開発や成長戦略を主導するなどの経験を
豊富に有しているほか、同分野におけるビジネ
スの最新動向に精通しており、新規事業に関
する深い洞察力及び幅広い人脈を有しており
ます。これらの経験や見識を活かし、業務執行
を行う経営陣から独立した客観的視点で提言
をいただけると判断したため、選任いたしまし
た。また、同氏と当社間において、独立役員指
定に係る東京証券取引所規則所定の項目のよ
うな特別な関係・属性は認められないため、一
般株主と利益相反が生じるおそれのないものと
判断し、同氏は独立性を有する者と考え、当社
独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）



指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役候補の指名及び取締役等の報酬等の決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレート・ガ
バナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う指名
報酬委員会を設置しております。

指名報酬委員会は取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定します。また、委員長は社
外取締役である委員の中から指名報酬委員会の決議により選定いたします。

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

（１）取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額の決定

（２）上記を決議するために必要な基本方針、手続等の制定、変更、廃止

（３）株主総会に付議する取締役の報酬等に関する基本方針及び手続、議案

（４）株主総会に付議する取締役の選任及び解任に関する議案

（５）支配人、執行役員その他の重要な使用人の選任及び解任

（６）代表取締役の選定及び解職

（７）役付取締役の選定、解職及び取締役の代行順位の決定

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役及び会計監査人及び内部監査室は、相互の監査計画の交換並びにその説明、報告、当社固有の問題点の情報共有、内部統制への対応
状況の共有（三様監査会議/四半期ごと）を連携して行い、監査の質的向上を図っております。具体的には、各々の監査の結果等について意見交
換を行い、会計監査で指摘された事項をさらに深堀するために内部監査項目として追加するなど、効果的かつ効率的な監査に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

川崎　聖子 他の会社の出身者

池松　邦彦 他の会社の出身者

深野　竜矢 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与



c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川崎　聖子 ○

株式会社東京証券取引所の定める独立
役員に関する判断基準等を勘案した上
で、川崎　聖子氏を独立役員として届け出
ております。

【重要な兼職の状況】

・スマートニュース株式会社

非常勤監査役

社外監査役川崎聖子は、複数社の外資系金
融・外資系コンサルティング会社等での経歴が
あり、そのグローバルな経験と高い見識を当社
における監査に活かしていただけると判断した
ため、選任いたしました。また、同氏と当社間に
おいて、独立役員指定に係る東京証券取引所
規則所定の項目のような特別な関係・属性は
認められないため、一般株主と利益相反が生
じるおそれのないものと判断し、同氏は独立性
を有する者と考え、当社独立役員として指定し
ております。

池松　邦彦 ○

株式会社東京証券取引所の定める独立
役員に関する判断基準等を勘案した上
で、池松　邦彦氏を独立役員として届け出
ております。

【重要な兼職の状況】

該当ありません

社外監査役池松邦彦は、株式会社アルプス技
研の代表取締役社長、日本電産株式会社
（現　ニデック株式会社）のグループ会社の代
表取締役社長を務める等の経歴があり、その
経験と幅広い見識を当社における監査に活か
していただけると判断したため、選任いたしまし
た。また、同氏と当社間において、独立役員指
定に係る東京証券取引所規則所定の項目のよ
うな特別な関係・属性は認められないため、一
般株主と利益相反が生じるおそれのないものと
判断し、同氏は独立性を有する者と考え、当社
独立役員として指定しております。

深野　竜矢 ○

株式会社東京証券取引所の定める独立
役員に関する判断基準等を勘案した上
で、深野　竜矢氏を独立役員として届け出
ております。

【重要な兼職の状況】

・WAmazing株式会社　

監査役

・株式会社CINC

非常勤監査役

社外監査役深野竜矢は、公認会計士としての
高い見識や、株式会社CINCの社外監査役とし
ての経験を、当社における監査に活かしていた
だけると判断したため、選任いたしました。ま
た、同氏と当社間において、独立役員指定に係
る東京証券取引所規則所定の項目のような特
別な関係・属性は認められないため、一般株主
と利益相反が生じるおそれのないものと判断
し、同氏は独立性を有する者と考え、当社独立
役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入



該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の取締役（社外取締役除く）及び従業員に対し、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション
を付与しております。

社外取締役に対しては、企業の経営に対する責任をより感じ、経営陣の監視・評価をより積極的に行うよう促すことを目的として、ストックオプショ
ンを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

各取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、任意の指名報酬委員会の答申を得たうえで取締役会で決定します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートはコーポレート本部が実施しております。取締役会資料は、コーポレート本部より事前に配布し、社外取締
役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、社外監査役については、常勤監
査役が直接情報共有を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として内
部監査室を設置しております。また、リスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催しており、全社でリスク管理体制の推進を図っております。な
お、2024年12月より、取締役候補の指名及び取締役等の報酬等の決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化し、コー
ポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機
能を担う指名報酬委員会を設置しております。

(取締役会)

取締役会は、6名の取締役（うち社外取締役3名）で構成され、毎月1回の定時取締役会を開催しております。重要な事項はすべて取締役会に付議
し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても検討しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、随時
取締役会を開催し、十分な議論のうえで経営上の意思決定を行います。なお、取締役会には監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関
する適切な牽制機能を果たしております。また、業務執行は、執行役員11名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離
することで、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。

また、当社はコーポレート・ガバナンスのより一層の実質化に向けて、毎年１回、取締役会の実効性評価を実施し、結果から課題を抽出し、取締役



会の実効性を継続的に向上させる取り組みを行っております。

(監査役会)

当社の監査役会は、監査役3名（うち常勤監査役1名）で構成されており、常勤監査役である川崎聖子を議長と定めております。監査役会は、原則
として毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に開催しております。監査役は取締役会に出席し意見を述べるほか、監査計画に基づき重
要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査室及び会計監査人との相互の意見交換等を通じ
て、その実効性を高めるよう努めております。

(経営会議)

会社の業務遂行に関する重要事項について、取締役会の他に個別経営課題の審議の場として、常勤取締役及び執行役員により構成する経営会
議を原則として月1回開催しております。ここでは、情報の共有化を図ると共に業務執行上の重要な事項を審議し、また、代表取締役から委譲され
た業務執行事項を決定しております。なお、監査役は必要に応じて経営会議に出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を
果たしております。

(会計監査人)

当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には特
別の利害関係はありません。会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役
会及び内部監査室と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。

(内部監査室)

当社の内部監査は、代表取締役直轄である内部監査室が担当しており、責任者1名、担当者1名を配置しております。内部監査室は内部監査規
程及び代表取締役の承認を得た年次の内部監査計画に基づき、各部門の業務が当社の定める社内規程等に従って行われているか、コンプライ
アンスが遵守されているかなどについて、定期的に内部監査を行なっております。内部監査室は、これらの結果について、代表取締役へ報告する
とともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。また、内部監査室と監査役、会
計監査人が監査を効果的かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行なっております。

(リスク・コンプライアンス委員会)

当社が一体となってリスクマネジメントを行うため、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、リスクの未然防止に取り組むとともに、リ
スクが発生した場合に適時適切な対応を可能とするよう、「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」を作成し、代表取締役を委員長、取締役、
監査役、執行役員を委員とするリスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催しております。

(指名報酬委員会)

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、
取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を社外取締役とする任意の指名報酬委員会を設置しております。取締役の指名及び報酬に
関する事項については、指名報酬委員会の答申を得たうえで、取締役会にて決定しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取
締役会による監督と監査役による適法性監査の二重チェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を採用しております。また、取締役および監査
役は、社外役員を選任することにより、当社の経営において客観的かつ中立的な立場から経営について意見を述べ、経営に対する牽制を利かせ
ることで実効性の確保を図っております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、株主総会
招集通知の早期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は4月決算のため総会集中日との重複は稀ですが、株主との対話を重視し、より多く
の皆様にご参加いただけるよう、集中日を避けた日程設定に努めてまいります。

電磁的方法による議決権の行使 当社はインターネットによる議決権行使を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は議決権電子行使プラットフォームを利用しております。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページにて英語版の招集通知（要約）を日本語版と同時に掲載しております。



その他

株主総会においては、株主の皆様への情報提供の充実を図るため、スライドやプレゼン
テーション資料等を活用し、事業報告や議案内容について視覚的に分かりやすい説明を
行うよう努めております。また、遠方の株主様や当日ご来場いただけない株主様にも会議
の様子をご覧いただけるよう、バーチャル参加型ハイブリッド株主総会を導入し、オンライ
ン参加が可能な環境を整備しております。 なお、議決権行使の結果につきましては、企業

内容等の開示に関する内閣府令に基づき、臨時報告書を提出するとともに、当社ウェブ
サイト等を通じて適切に公表しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーの作成及びホームページ上に公表しております。 （

https://corp.timee.co.jp/ir/disclosure_policy/）

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向けの説明会を実施しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を開催しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
アナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を開催し、同時通訳を行ってお
ります。

あり

IR資料のホームページ掲載 IR資料を当社ホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
取締役CFO八木智昭を適時開示責任者とし、コーポレート本部を担当部署とし
て設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では、ステークホルダーからの高い信頼を得るため、ディスクロージャーへの積極的な
取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけており、株主、投資家等を始めと
する全てのステークホルダーに対して、企業価値評価や投資判断に資する情報を正確か
つ、公平、適時に開示することをIRの基本方針としております。また、当社のビジョン・ミッ
ションに照らし、当社サービスを社会的なはたらくインフラにしていく、という方針を有してお
ります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
今後検討すべき課題として認識しております。

直近の取り組みとしては、令和6年能登半島地震の被災地支援として、1.5次および2次避
難所に認定された施設でのサービス利用料を一定期間無料としております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、
個人投資家向け説明会の実施や国内外の機関投資家へのIR訪問を実施しております。さ
らに、当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、当社の情報を速やかに発信できる
体制を構築し、株主や投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆さまに対して積
極的なディスクロージャーを実施してまいります。



その他

当社は、「一人ひとりの時間を豊かに」というビジョンのもと、従業員一人ひとりの時間も豊
かにすべきだと考えております。そのために「一人ひとりの強みとその結集により、非連続
成長に挑み続ける組織」を目指しており、“挑戦と安心を叶えることができる会社”をモッ
トーに、従業員の目指したい未来、なりたい姿に対して誰もが挑戦できる機会を多く設けて
おります。具体的には、自身の成長や成果に繋げた人材に対する正当な評価や報酬制度
の導入、挑戦するための機会として成長エコシステムの拡充、自組織や目の前の仕事の
枠にとらわれず当社全社の視点で全社横断的に新たなビジネス創出につながる活動をミッ
ションとして認定して任せることで従業員の成長を促す「ミッション認定委員会」という取り組
みを行っております。また、全従業員が同じ方向に向かって走ることができる環境づくりに
注力するため、月に2回の全社総会では、当社の状況や方針、個人の取り組みなど透明性
の高い情報を全従業員に向けて共有しております。加えて、年に1回、全従業員へのミッ
ションの実現を目的として、全社キックオフ総会を開催し、経営陣から「タイミー」の価値や、
今後の事業展開の方針を共有しております。これらの総会は、従業員の経営陣との交流
の場としても活用しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の内部統制システムは、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」及び各種
規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内
部監査を実施しております。加えて、社内弁護士が所属する法務部又は監査役を通報窓口とする内部通報制度を制定し、組織的又は個人的な法
令違反、不正行為に関する通報等について適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っており
ます。

当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。

１. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）「内部統制システム整備の基本方針」において(以下、同じ)、取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社
会的責任を果たすため「リスク管理規程」を取締役等に周知徹底させる。

（２）コンプライアンス管理の主管部門はコーポレート本部とする。

（３）取締役や執行役員によって構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンスに関する研修・意識共有を行うことに
より、リスク・コンプライアンスに関する知識を高め、これを尊重する意識を醸成する。

（４）「取締役会規程」及び「経営会議規程」に基づき、会議体において各取締役及び各部門長の職務の執行状況について円滑な報告がなされる
体制を整備する。

（５）組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「職務分掌規程」、及び各職位の責任体制の運用に関する基本的事項を定めた「職務権
限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。

（６）連絡先が常勤監査役および法務部に設定された「内部通報窓口」を設置し、社内の法令違反について適切な情報供給がなされる体制を構築
する。内部通報窓口の存在の周知と、運用方法については内部通報規程によって社内に周知し、相談者・通報者に対して不利益な取扱いは行わ
ないこととする。

（７）内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。

２. 取締役の職務執行に関する情報の保存および管理に対する体制

取締役の職務執行状況の報告は、取締役会議事録等の文書（関連資料および電子媒体等に記録されたものを含む以下「文書」という）に保存さ
れ、その情報の管理については、「文書管理規程」の定めるところによる。

３. 損失の危機に関する規程その他の体制

当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、それに従いリスク管理に係る「リスク管理規程」を設定し、事業活動への影響の
重要性と発生可能性の観点から、より対応が必要なリスクを選定し、そのリスクの顕在化を未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極
小化するための体制を整備する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「職務権限規程」を定めて取締役に一定の範囲で権限・責任を移譲するものと
する。

（２）取締役会は、「取締役会規程」を定めて取締役会に付議・報告すべき重要事項を規定し、取締役会の効率的な運営を図る。

５. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関

する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）監査役が求めた場合には、監査役の職務を補助する使用人を置くこととする。取締役からの独立を確保するため、当該使用人の登用、人事
評価・異動については監査役の事前同意を得た上決定するものとし、当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

（２）監査役の当該使用人に対する指示の実効性を確保するため、当該使用人は、職務執行に当たっては監査役の指揮命令を受けるものとし、取
締役又は内部監査の指揮命令を受けないものとする。

６. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

（１）当社の取締役は、法令又は定款に適合せず、あるいはその恐れがある場合、重大な損失の危険がある場合その他重大な問題が発生した場
合には、速やかに監査役に報告することとする。

（２）「内部通報規程」に基づく社内の相談窓口は常勤監査役と法務部としており、使用人が社内の不正行為を発見した場合には、その任意の選
択により、直接常勤監査役に報告できる体制を整備する。

７. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は会計監査人及び内部監査と定期的に会合を持ち、それぞれの監査状況を
共有し、監査の効率化に努める。

（２）監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、当社は、監査役が重要な会議に出席できる環境を整
備するとともに、監査に必要な情報にアクセスできる環境を構築する。



８. 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役は内部統制システムの整備を経営上の最重要項目の一つと位置づけて財務報告の信頼性確
保を推進すること、財務報告における虚偽記載リスクを低減し未然に防ぐよう管理すること、内部監査による業務プロセスのリスク評価の継続的
実施と評価結果を代表取締役に報告する体制を整備する。

９. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

（１）当社並びに当社の役員及び従業員が反社会的勢力等に関与し、または利益を供与することを防止することを目的として、「反社会的勢力対策
規程」及び「反社会的勢力排除対応マニュアル」を定め、すべての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。

（２）反社会的勢力等から不当な要求が発生した場合には、代表取締役以下組織全体として対応するとともに、所轄警察担当係・顧問弁護士等の
外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社では、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断・排除するとともに、不当な要求を断固として
拒否することを基本方針とする「反社会的勢力対策規程」を定めております。

反社会的勢力排除の主管部門はコーポレート本部と定め、コーポレート本部の長をその責任者としており、コーポレート本部およびコーポレート本
部の長は、平時より警察等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力に関する情報収集とその管理を行っております。また、「反社会的勢力
排除対応マニュアル」において、反社会的勢力との関係を遮断・排除するための調査方法、反社会的勢力が接触してきた場合の対応方法等を定
めている他、反社会的勢力排除に関する従業員への教育訓練も実施しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。




